
賃 貸 借 契 約 書 （案） 

 

 地方独立行政法人市立大津市民病院（以下「甲」という。）と●●●●（以下「乙」という。）との間

に、別表記載の物件（以下「物件」という。）の賃貸借について、次のとおり契約を締結する。 

 （主記） 

第１条 乙は、物件を甲に賃貸し、甲は、これを賃借する。 

 （期間） 

第２条 物件の賃借期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとする。ただし、賃借

期間中に被服の数量等の仕様変更がある場合は、甲、乙協議の上、処理するものとする。 

 （賃借料および洗濯料） 

第３条 物件の洗濯料を含む賃借料は別表記載のとおり月額とし、１か月ごとの契約実績人数に応

じて算出した額に消費税額を加算した額とする。なお、消費税額の円未満は切り捨てるものとす

る。 

２ 甲は、乙の請求に基づき、前条の賃借料等を適法な請求書を受理した日から３０日以内に支払

うものとする。 

 （物件の瑕疵） 

第４条 物件の瑕疵によって甲が損害を受けたときは、甲は、損害賠償を請求することができる。 

 （物件の保管、使用方法） 

第５条 乙から、物件に乙の所有権を明示する標示、標識等を設置するように指示があったときは、 

 甲はこれに従うものとする。 

２ 物件の保管及び使用に当たり、甲は使用時間、使用方法等につき善良な管理者の注意義務を払う 

ものとする。 

３ 物件自体及びその設置、保管及びその使用によって、第三者に与えた損害については、甲がこ 

 れを賠償するものとする。 

 （物件の維持及び費用） 

第６条 乙は、物件の洗濯時において、物件を常時清潔かつ充分な機能の働く状態に維持又は手入れ

するものとする。 

２ 乙は、前項のための部品及び付属部品の取替、物件の補修、損害箇所の修理、定期又は不定期 

 の検査並びにその他一切の維持及び手入れを行い、かつその費用を負担するものとする。 

３ 前項の規定により、維持及び手入れが行い難い場合は、乙負担で物件を交換するものとする。 

 （物件の洗濯） 

第７条 洗濯物の納入及び回収は、別添業務仕様書に従い納入するものとする。また集配日が祝日で

あっても納入及び回収を行うものとする。 



   （物件の変更） 

  第８条 甲は、乙の書面による承諾を得なければ、物件に他の物件を付着させ又は改造、模様替え、 

   性能、機能、品質等を変更させる行為をしてはならない。 

  ２ 前項の場合、乙の請求があったときは、甲は、無償でその効果を物件に帰属させるものとする。 

  （物件の譲渡等の禁止） 

第９条 甲は、物件を他に譲渡したり、第三者に使用させたり、その他乙の所有権を侵害するよう 

   な行為をしてはならない。 

２ 甲は、物件について、他から強制執行その他法律的及び事実的侵害がないように保全するととも

に、もしそのような事態が発生したときは、直ちに乙に通知し、かつ、速やかにその事態を解消さ

せるものとする。 

３ 前２項の場合において、乙が必要な処置をとったときには、甲は乙の支払った一切の費用を負担

するものとする。 

  （物件の検査） 

第１０条 乙は、いつでも、甲の事務所、事業所などに立ち入って物件の現状運転及び保管状況を検

査することができるものとする。 

  （物件の滅失） 

第１１条 物件の返還までに生じた物件の滅失及び毀損については、原則として甲が負担するものと

する。ただし、通常の損耗又は摩耗、汚損はこの限りでない。 

  （契約違反） 

第１２条 乙は、甲が第３条の賃借料の支払を遅滞し、又はこの賃貸借契約条項のいずれかに違反し

たときには、通知又は催告を要しないで次の各号に掲げる行為の全部又は一部をすることができる。 

(1) 賃借料又はその他の費用の全部又は一部の即時の弁済の請求 

(2) 物件の引揚げ又は返還の請求 

(3) 賃貸借契約の解除と損害賠償の請求 

２ 乙が前項第１号及び第２号の行為を行った場合において、この賃貸借契約によるその他の甲の 

義務は免除されないものとする。 

（条件付解除条項） 

第１３条 甲は、翌年度以降において賃借料に係る予算の当該金額について減額又は削除があった

ときは、この契約を解除することができる。 

２ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除するときは、文書をもって乙に通告するものとする。 

（遅延利息） 

第１４条 甲がこの賃貸借契約による乙に対する金銭の支払を怠ったときは、甲は、遅延期間中、法

定利率の遅延利息を支払うものとする。 



  （甲の権利の譲渡の禁止等） 

第１５条 甲は、この賃貸借契約から生じる権利を第三者に譲渡してはならない。 

２ この賃貸借契約から生じる甲のすべての金銭の支払義務は、乙又はその継承人に対する債権を 

   もって相殺することはできない。 

  （物件の返還） 

第１６条 期限前でも第１３条第１項によって乙から物件の返還の請求があったときは、甲は、直 

   ちに物件を乙に返還しなければならない。 

２ 物件の返還は、物件設置場所のもよりの乙の指定する場所で、もし物件の設置場所が変更され 

  ているときは、乙の指定する場所で行うものとする。 

３ 物件の返還に要する一切の費用は、乙が負担するものとする。 

４ 物件の返還完了までに、甲はこの賃貸借契約に定められたすべての義務を履行するものとする。 

  （期間の満了） 

第１７条 この賃貸借契約に基づく物件の賃貸借期間が満了し、甲の乙に対するすべての債務が履行

された場合は、甲は乙に物件を返還するものとする。 

  （裁判管轄等） 

第１８条 この賃貸借契約についてのすべての紛争は、大津地方裁判所を管轄裁判所とすることに、甲、

乙とも合意する。 

（個人情報の保護） 

第１９条 乙は、この賃貸借契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記

「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 

（定めのない事項） 

第２０条 前各条に定めのない事項については、民法（明治２９年法律第８９号）その他関係法令 

   に定めるところによるものとする。 

  （疑義の決定） 

第２１条 この契約に関して疑義が生じた場合は、甲と乙が協議して定めるものとする。 

 

 この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自１通を保有する 

ものとする。 

 

 

 

 

 



    令和７年 月  日                        

 

                         滋賀県大津市本宮２丁目９－９ 

               賃借人 甲     地方独立行政法人市立大津市民病院 

                             理事長   河内 明宏 

 

 

                           ●●●●●●●●●●●● 

                 賃貸人 乙      ●●●●●●●● 

●●●● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記 

個人情報取扱特記事項 

 （基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの。以下同

じ。）の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害する

ことのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 

 （秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 （取得の制限） 

第３ 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を取得しようとするときは、その事務の目的を

明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により取得しなければなら

ない。 

 （適正管理） 

第４ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止そ

の他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 （廃棄） 

第５ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったとき

は、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。 

 （目的外利用及び提供の禁止） 

第６ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外の目的のために利用し、

又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示がある場合は、この限りでない。 

 （複写又は複製の禁止） 

第７ 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、

又は複製してはならない。ただし、甲が承諾したときは、この限りでない。 

 （再委託の禁止） 

第８ 乙は、この契約による個人情報を取扱う事務の全部又は一部を、第三者に委託してはならない。

ただし、甲が承諾したときは、この限りでない。 

 ２ 前項ただし書の規定により、第三者に委託する場合にあっては、乙は、受託者に対し、当該委託

で取扱う個人情報の安全管理が図れるよう、必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

（資料等の返還） 

第９ 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが取得し、若しくは作成し

た個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。た



だし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

（従事者への周知等） 

第１０ 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に

関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等、個人

情報の保護に関し必要な事項を周知し、及び遵守させなければならない。 

（調査） 

第１１ 甲は、乙がこの契約による事務を行うに当たり、取扱っている個人情報の状況について、随時

調査することができる。 

 （指示及び報告） 

第１２ 甲は、乙がこの契約による事務に関して取扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対

して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

（事故報告） 

第１３ 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やか

に甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

  



別表 

 

男性医師A 女性医師A
品番 数量 1ヶ月利用金額 品番 数量 1ヶ月利用金額

長白衣 ﾐｽﾞﾉMZ0108 2 長白衣 ﾐｽﾞﾉMZ0107 2
スクラブ ﾐｽﾞﾉMZ0092ﾈｲﾋﾞｰ 4 スクラブ ﾐｽﾞﾉMZ0092ﾈｲﾋﾞｰ 4
パンツ ﾐｽﾞﾉMZ0093ﾈｲﾋﾞｰ 4 パンツ ﾐｽﾞﾉMZ0093ﾈｲﾋﾞｰ 4

男性医師B 女性医師B
品番 数量 1ヶ月利用金額 品番 数量 1ヶ月利用金額

スクラブ ﾐｽﾞﾉMZ0092ﾈｲﾋﾞｰ 4 スクラブ ﾐｽﾞﾉMZ0092ﾈｲﾋﾞｰ 4
パンツ ﾐｽﾞﾉMZ0093ﾈｲﾋﾞｰ 4 パンツ ﾐｽﾞﾉMZ0093ﾈｲﾋﾞｰ 4

男性医師C 女性医師C
品番 数量 1ヶ月利用金額 品番 数量 1ヶ月利用金額

長白衣 ﾐｽﾞﾉMZ0108 3 長白衣 ﾐｽﾞﾉMZ0107 3

OPE室
品番 数量 1ヶ月利用金額

上着 ｼｬﾛﾚｰ6901（93） 2

男性看護師A 女性看護師A
品番 数量 1ヶ月利用金額 品番 数量 1ヶ月利用金額

スクラブ ﾌｫｰｸ7058SC-17 4 スクラブ ﾌｫｰｸ7023SC-27 2
パンツ ﾅｶﾞｲﾚｰﾍﾞﾝAY4223 4 スクラブ ﾌｫｰｸ7023SC-17 2

パンツ ﾅｶﾞｲﾚｰﾍﾞﾝAY4223 4

OPE男性看護師 OPE女性看護師
品番 数量 1ヶ月利用金額 品番 数量 1ヶ月利用金額

上着 ｼｬﾛﾚｰ6901（93） 2 上着 ｼｬﾛﾚｰ6901（93） 2
スクラブ ﾌｫｰｸ7058SC-17 2 スクラブ ﾌｫｰｸ7023SC-27 1
パンツ ﾅｶﾞｲﾚｰﾍﾞﾝAY4223 2 スクラブ ﾌｫｰｸ7023SC-17 1

パンツ ﾅｶﾞｲﾚｰﾍﾞﾝAY4223 2

看護補助者 マタニティ
品番 数量 1ヶ月利用金額 品番 数量 1ヶ月利用金額

スクラブ ﾐｽﾞﾉMZ0150C-62 4 スクラブ ﾅｶﾞｲﾚｰﾍﾞﾝRF5187ﾈｲﾋﾞｰ 4
パンツ ﾅｶﾞｲﾚｰﾍﾞﾝAY4223 4 パンツ ﾅｶﾞｲﾚｰﾍﾞﾝHCS2488 4

【リハビリ技師】 【放射線技師】
品番 数量 1ヶ月利用金額 品番 数量 1ヶ月利用金額

スクラブ ﾌｫｰｸRT-5402（36） 4 スクラブ ﾌｫｰｸRT-5402（6） 4
パンツ ﾅｶﾞｲﾚｰﾍﾞﾝAY4223 4 パンツ ﾅｶﾞｲﾚｰﾍﾞﾝAY4223 4

【臨床工学技師】 【栄養部】
品番 数量 1ヶ月利用金額 品番 数量 1ヶ月利用金額

スクラブ ﾌｫｰｸRT-5402（130） 4 スクラブ ﾌｫｰｸRT-5402（10） 4
パンツ ﾅｶﾞｲﾚｰﾍﾞﾝAY4223 4 パンツ ﾅｶﾞｲﾚｰﾍﾞﾝAY4223 4

【検査技師】 【歯科衛生士】
品番 数量 1ヶ月利用金額 品番 数量 1ヶ月利用金額

スクラブ ﾌｫｰｸRT-5402（8） 4 スクラブ ﾌｫｰｸRT-5402（69） 4
パンツ ﾅｶﾞｲﾚｰﾍﾞﾝAY4223 4 パンツ ﾅｶﾞｲﾚｰﾍﾞﾝAY4223 4

【薬剤補助者】
品番 数量 1ヶ月利用金額

スクラブ CFS-5412(71) 4
パンツ ﾅｶﾞｲﾚｰﾍﾞﾝAY4223 4

【技師】

【看護師】

【医師】


